
はしがき

令和 7 年 4 月 1 日に公益認定法、同施行令、同施行規則及び公益

法人会計基準及び運用指針の改正が施行されました。平成20年に行

われた公益法人制度の大改革から 17年経過し、環境問題、貧困の解

消等、公益法人に期待されることはますます増えてきているにもか

かわらず、今までの制度、その中でも特に収支相償や遊休財産保有

制限などの財務的規律があまりにも厳格で公益法人の活動が制限さ

れているという批判があり、これを緩和し、公益法人の自由な活動

を確保するとともに、公益法人が国民から活動を支持されるよう、

ガバナンスの充実を図ることを目的としてこの度の改正が行われま

した。

公益法人会計基準とその運用指針は、公益法人が自らの活動を公

開し自律的ガバナンスを充実させるための基準として新たに策定さ

れ、必ずしも公益法人特有の会計処理等についての知識がなくても

理解し得る、わかりやすい財務諸表等を作成することを目的として

います。

本書では、こうした改革の目的に応じて具体的な制度改正及び会

計基準等の内容について詳述しました。また、本書「制度編」第 1

章 D 、 m において、改正の説明の前提として知っておくべき公益法

人に関する基礎知識と、公益法人が、これからこの改正に対処すべ

き事項をおおまかにまとめましたのでご利用いただければ幸いで

す。

本書が、改正に対処される公益法人の皆様及びその支援を行われ

る方々のご参考になれば望外の喜びです。

令和 8 年 3 月吉日

公認会計士・税理士 ヰ＇田 ちず子
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凡例

本書では、下表左欄の法令・基準等について、本文・かっこ内に

おいて右欄のとおり略記している。

正式名称 略称

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 認定法

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施 認定令

行令

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施 認定規（認定規則）

行規則

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の 令 6 改正認定法

一部を改正する法律（令和 6 年法律第29号）

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 法人法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 法人規

公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドラ ガイドライン
イン） （平成20年 4 月（令和 6 年12月改訂）内閣府公益

認定等委貝会、内閣府大臣官房公益法人行政担当室）

公益法人制度についてのよくある質問 FAQ 

公益法人会計基準（平成20年 4 月 11 日 内閣府公益認定 改正前会計基準

等委員会）

公益法人会計基準（令和 6 年12月 内閣府公益認定等委 新会計基準

貝会）

リースに関する会計基準（企業会計基準第34号） 新リース会計基準

公益法人会計基準の運用指針（令和 6 年12月 内閣府公 運用指針
益認定等委員会）

公益法人会計基準の検討経過（令和 6 年度会計研究会） 研究会検討経過

内閣府公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会

令和 6年12月 18日【巻末資料】

公益法人会計基準に関する実務指針 (2019年 3 月 19日 実務指針

日本公認会計士協会非営利法人委員会実務指針第38号）
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令和 6 年公益法人制度改革
の概嬰

〇 令和 6 年公益法人制度改革の目的

(1) 公益法人制度の変遷

公益法人制度は旧民法に基づき主務官庁の設立許可制で運用され

てきたが、平成18年 (2006年）に公益法人三法と呼ばれる聡定法、

法人法、整備法により制度改革が行われた。令和 6 年の制度改革は

この制炭について改正するものである。

■図表 l -l 公益法人制度の変遷

三
〈1898 （明治31) 年～）

►旧民法に基づく

►主務官庁の自由裁量に

よる設立許可制

改正前公益法人制度

〈2008 （平成20) 年f2月～〉
►公益法人三法に基づく
（一般法人法、公益認定法、整偏法）

►法人の設立（一般社団•財団法人）

と「公益性」の認定の分離
►法定の明硫な基準による
一元的な公益認定

「新」公益法人制度 ヽ

〈2025 （令和 7) 年 4 月～〉 : 
J財務規律の柔軟化 : 
J行政手続の簡緊化・合理化：
J自律的ガパナンスの充実、 : 
透明性向上

（内閣府公益法人制度改革説明狩料を一部加工）
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〇制度編

(2) 令和 6 年の公益法人制度改革の目的

令和 6 年の制度改革の趣旨について、令和 5 年 (2023年） 6 月 2

日の新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議最終報

告では、以下のように述べている。

「2006年に制定された新公益法人制度は、民間による公益の増進

を目的としつつも、不祥事の発生を契機として、旧来の民法法人制

度への反省等に立ち、議論されたという経緯もあり、制定以来、厳

格な事前規制・監督による国民の信頼確保に重きを置いた行政が行

われてきた。このため、公益的活動の自由な展開・伸長の制約と

なっていると指摘がなされてきた。

新制度発足から十数年を経た現在、公益法人制度とその運用をめ

ぐる諸課題を克服し、新しい資本主義の下、社会の変化等に柔軟に

対応し多様な社会的課題解決に向けて民間の力を引き出していくた

めの制度改革が必要である。

このため、事業の適正な実施を確保しつつ、公益的活動の持続

性•発展性や法人の経営戦略を積極的に後押しするという発想に転

換した上で、法人が社会的課題の変化等に対応し、より柔軟．迅速

で効果的な公益的活動を展開していくことができるよう法人の自主

的・自律的な経営判断がより尊重される仕組みにしていく必要があ

る。

一方、公益法人は、税制上の優遇措置や国民からの寄附を受け、

その資金を適正に活用して不特定かつ多数の人々の利益の増進に寄

与するために公益的活動を実施する存在であり、不祥事等の防止に

加えて、徹底した透明化を行った上で、自らの経営戦略及びその活

動に関する社会への説明責任を果たしていくことが、自らの活動に

対する社会からの認知・理解・支援を向上させるとともに、社会の

ニーズに応えるための前提になる。こうした観点から、活動の自主

的・自律的な経営判断がより尊重される仕組みへの転換に伴い、公
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益法人のガバナンスや説明責任の充実を図り、国民からの信頼をよ

り強いものにしていく必要がある。

以上の考え方を踏まえ、公益法人が、より柔軟・迅速な公益的活

動を展開していくことが可能となるとともに、より国民からの信

頼・協力を得られる存在となることを目的として、公益法人制度全

般の抜本的な改革を行うべきである。」

上記の趣旨に基づいて、令和 6 年 (2024年）の制度改革は、公益

法人がより柔軟．迅速で効果的な公益的活動を展開していくことが

できるよう規制を緩和するために、財務規律の柔軟化・明確化を図

り、行政手続の簡素化・合理化が行われた。一方、国民の信頼をよ

り強いものとするため法人の自律的なガバナンスの充実・透明性の

向上を図るための規定が設けられた。

ｮ 制度改正の概要

(1) 財務規律の柔軟化・明確化

財務規律とは、改正前の認定法では収支相償、遊休財産保有制

限、公益目的事業比率の三つの基準をいい、今回の改正において、

収支相償は中期的収支均衡に、遊休財産保有制限は使途不特定財産

保有制限に変更され、運用が緩和された。

(2) 行政手続の簡素化・合理化

改正前においては、事業変更の申請を行う際に、事前に変更認定

申請が必要か事後の変更届出でよいかについての基準が明確でなく

わかりにくいという批判があった。

改正においては、変更届出でよい場合が整理され、申請書に記載

が必要な事項が標準化されたことにより変更の手続が明確化され

た。
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また、 3 年に 1 度とされていた行政庁の立入検査は改正により、

問題のない法人には簡素化した点検検査がより長期的な間隔で行わ

れることとなった。

(3) 自律的なガバナンスの充実・透明性の向上

公益法人のガバナンスの向上のため、外部理事・外部監事を設置

することとなり、会計監査人設置基準が1,000億円から 100億円に変

更された。

透明性向上のため、改正前は公表されていない書類が公表される

ようになるなど、公表の範囲の拡大が行われた。また公益目的事業

に関するストックとフローを明確に表すために舒借対照表・損益計

算書を各事業に区分する経理が義務化された。

2,000万円を超える役員報酬についてその額・理由、海外送金の

リスク軽減策の有無について開示情報に追加することとなった。

公益法人に関する基礎知識

本書は令和 6 年 (2024年）の公益法人制度改革についての解説を

目的としているが、公益法人独特の用語や取扱い等について基礎的

な知識がないと理解が難しい事項がある。

今回の改革の内容について理解する前提として理解しておくべき

事項を、以下に節単にまとめた。制度だけでなく会計に関する事項

も含まれている。
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ｮ 公益法人・一般法人とは

一般法人とは、法人法の定めに基づき設立された法人をいい、設

立は登記によって行われる。公益法人とは、公益目的事業を行うこ

とについて行政庁の認定を受けた一般法人をいう（認定法 4) 。

この度の制度改革は公益法人に関する法律である認定法の改正で

あり、一般法人は改革による制度の変更はない。

一般法人のうち移行法人については会計面では変更がある。公益

法人と合わせて、新会計基準において貸借対照表、活動計算書の様

式及び注記が変更された。移行法人とは、平成18年 (2006年）の公

益法人制度改革時にそれまでの社団法人又は財団法人が一般法人に

移行し、公益目的支出計画が完了していない法人をいう。

公益目的支出計画は、平成18年 (2006年）改革前までは公益法人

と位置付けられていた社団法人又は財団法人が、平成18年 (2006

年）改革によって、必ずしも公益目的事業を行わない一般法人に移

行した場合に、それまで公益法人として保有していた財産（公益目

的財産残額）がなくなるまで、移行後にそれまで行っていた公益的

な事業に継続して使用していかなければならないとする計画をい

ぅ。公益目的財産残額がなくなるまではそれを公益的な事業に使用

していることについて行政庁から監督を受けることとされており、

その監督の一環として公益法人会計基準に従って作成された計算書

類等を行政庁に提出しなければならないこととされている。そこ

で、移行法人については新会計基準に準拠しなければならないこと

になる。

移行法人でない一般法人には行政庁の監督がなく、新会計基準に

準拠する義務はない。
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®行政庁

行政庁は内閣府又は都道府県である。法人の事務所が複数都道府

県にある場合又は複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で

定めている場合には内閣府が行政庁となる。

行政庁では公益認定等委員会が設置され認定申請された法人の事

業の公益性について行政庁に答申し、行政庁が公益を認定する。一

般法人は認定を得て公益法人となる。

ｮ 公益認定基準

改正後の公益認定基準は図表 1 -2 のように定められている。行

政庁はこれに従って公益認定の判断を行う。

■図表 1 -2 改正後の公益認定基準

No. 認定基準

1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。

2 
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する
ものであること。

その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その

3 他の当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであるこ
と。

株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の

利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える

4 行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公
益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与え
る行為を行う場合は、この限りでない。
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投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会

5 的信用を維持する上でふさわしくないもの又は公の秩序若しくは善
良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

6 
中期的収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであるこ
と。

7 
収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぽす

おそれがないものであること。

8 
公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものである

こと。

, 使途不特定財産額が前 5 事業年度の平均公益目的事業費を超えない

と見込まれるものであること。

各理事について、当該理事及び当該理事と特別利害関係にある理事

10 の合計数が理事の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。監事
についても、同様とする。

他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互

11 に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の 3 分の 1 を超えな
いものであること。監事についても、同様とする。

12 各理事について監事と特別利害関係を有しないものであること。

13 
会計監査人を置いているものであること。ただし、設置義務基準に

達しない場合は、この限りでない。

理事、監事及び評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員

14 
の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を

考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めて

いるものであること。

15 
理事のうちー人以上が、外部理事であること。ただし、政令で定め

る基準に達しない場合は、この限りでない。

16 監事のうち一人以上が、外部監事であること。

17 
一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであるこ
と。

イ
社員の資格の得喪に関して、不当に差別的な取扱いをする条件その

他の不当な条件を付していないものであること。

10 第 1 章／令和 6 年公益法人改革の概要



〇制度編

社員総会において行使できる議決権に関する定款の定めが社員の議

ロ
決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いを

しないものであり、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の
財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。

Jヽ 理事会を置いているものであること。

他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保

18 
有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他
の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限

りでない。

公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その
19 旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定

めているものであること。

公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅す

る場合には、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益

20 
認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 月以内に類似の事業を目
的とする他の公益法人若しくは学校法人、社会福祉法人等の公益的

法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めている

ものであること。

清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公

21 
益法人若しくは学校法人、社会福祉法人等の公益的法人又は国若し
くは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであるこ

と。

（認定法 5 条より作成）

〇 財務規律

公益認定基準のうち、数値で表される基準であり、改正前は収支

相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限であったが、改革によ

り収支相償が中期的収支均衡、遊休財産保有が使途不特定財産保有

制限となり、それぞれ要件が緩和された。
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ｮ 公益目的事業会計・収益事業等会計
・法人会計

公益目的事業とは、認定申請時に行政庁から公益目的の事業であ

ると認められた事業をいう。それ以外の事業を収益事業等という。

収支相償又は中期的収支均衡においては、公益目的事業の収益と

事業費の差額の剰余金があった場合に期間を定めて使用しなければ

ならないとされるものであり、公益目的事業の管理費はこれらの計

算から除外しなければならないことから、会計基準では正味財産増

減計算書又は活動計算書に法人会計という管理費を管理する会計区

分を設けている。

公益法人の事業は会計上、原則として公益目的事業会計、収益事

業等会計、法人会計の三つに区分される。公益目的事業会計は公益

目的事業が複数ある場合には公 l 、公 2 、公共通などの事業区分を

設ける。収益事業等は収益事業等が複数ある場合には収 1' 収 2 、

収益事業等の中で共益事業などがある場合には他 1' 他 2 などの事

業区分を設ける。このように会計区分、事業区分を設けることを区

分経理という。

ｮ 変更認定・変更届出

公益法人が行う公益目的事業は公益認定時に行政庁において認定

される。その後、事業の内容等について変更がある場合には、事前

に変更認定申請を行わなければならない。改正前は収益事業等の変

更について変更認定申請が必要とされていたが、改正により事後の

変更届出とされた。また変更届出となる場合が明確化されたことに

より、変更認定する場合も明確となった。
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